
⚫ 離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合の記入例は裏
面参照。

⚫ 未成年の子がいる場合、親権者をどちらか一方
に定めても子の戸籍は移動しません。親権者と
同じ氏・戸籍にする手続きは窓口でおたずねく
ださい。

同時に住所変更（転
入・転居）するときは新
住所を記入
※ 別に住所異動届に
よる手続きが必要

養父母がいる方は、
養父母の氏名を記入

本人による署名

協議離婚の場合、
離婚による当事者
以外で１８歳以上
の方２人の署名が
必要

実父母の氏名を記入
※ すでに亡くなられて
いても記入

※ 父母が離婚されて
いるときは、現在の
氏名を記入

旧姓に戻る方のみ記入
※ 婚姻中の氏を引き続き
名乗る方は裏面参照

未成年の子がいるとき夫妻の
双方または一方が親権を持つ
か決定し、子の氏名を記入
※ 子の戸籍は移動しません。
別の戸籍の親権者と同じ
氏・戸籍にする手続きは窓
口でおたずねください。

昼間連絡の取れる電話番号

未成年の子や経済的に自
立していない子がいる場合
は記入

アンジョウ タロウ

安城 太郎
アンジョウ ハナコ

安城 花子
６２ ５ １ ２ ３ １✓ ✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓

✓
✓

安城 正夫 岡崎 春子

３４ ５ １０ ３ ８ ９

安城市和泉町
大下３８

安城市桜井町
大役田１ １

愛知県安城市和泉町大下３８

安城 太郎

安城 正男
刈谷 春江 長

名古屋 温夫
咲美 二

愛知県安城市里町四丁目１２ ４
ナゴヤ ハナコ

名古屋 花子

２８ ４ 元 ７

0566-XX-XXXX
090-XXX-XXXX

✓

✓

安城市和泉町
大下３８番地２

愛知県安城市和泉町
大下３８

安城市桜町
１８番２３号

愛知県西尾市寄住町
下田２２

〇 〇 〇

届出日（提出する日）

★持参していただくもの★
① 離婚届

② 届書を持参する方の本人確認書類

＊運転免許証、マイナンバーカード等

③ 国民健康保険の資格確認書

＊安城市在住の加入者のみ

④ 裁判離婚のときは裁判所からの書類

※住所を変更する方は別に住民異動届による手続きが必要です。

（市外からの転入は転出証明書が必要）

✓

◆ 鉛筆や消せるボールペンで書かないでください。
◆ 窓口が休みの時も届出はできますが、時間外・休日窓口（当直
室）では受け取りのみで内容の審査は行っておりませんので、
前もって市民課で確認を受けておいてください。不備がある場
合、後日開庁時間内にご来庁いただくことがあります。

コーポＳＡＫＵＲＡ１０１

安城 榮
安城 令子

未成年の子がいる場合は、
夫と妻がそれぞれチェック

★令和８年４月１日から
様式が変わりました。

安城 太郎 安城 花子

✓ ✓

安城一郎、安城桃佳



同時に住所変更（転入・転
居）するときは新住所を記入
※ 別に住所異動届による手
続きが必要

実父母の氏名を記入
※ すでに亡くなられていても
記入

※ 父母が離婚されていると
きは、現在の氏名を記入

養父母がいる方は、養父母の
氏名を記入

本人による署名

未成年の子がいるとき夫妻の双
方または一方が親権を持つか
決定し、子の氏名を記入
※ 子の戸籍は移動しません。
別の戸籍の親権者と同じ氏・
戸籍にする手続きは窓口で
おたずねください。

離婚後の新し
い本籍を記入

同じ

同じ

同じ

同じ

空欄

届出日（提
出する日）

〇 〇 〇
〇 〇 〇

アンジョウ タロウ アンジョウ ハナコ

６２ ５ １

安城 太郎 安城 花子
２ ３ １

安城市和泉町
大下３８

安城市桜井町
大役田１ １

愛知県安城市和泉町大下３８

安城 太郎
安城 正男
刈谷 春江 長

名古屋 温夫
咲美 二

安城一郎、安城桃佳

アンジョウ ハナコ

安城 花子
平成２ ３ １

安城市桜井町大役田１ １
コーポＳＡＫＵＲＡ１０１

安城 太郎

愛知県安城市和泉町大下３８

安城 安城
アンジョウ

令和〇 〇 〇

愛知県安城市里町四丁目１２ ４

安城 花子

安城 花子

✓
✓

✓

コーポＳＡＫＵＲＡ１０１

安城 榮
安城 令子

安城二郎

未成年の子がいる場合は、
夫と妻がそれぞれチェック

☆持参していただくものなどは表面を参照

0566-XX-XXXX
090-XXX-XXXX

証人欄の記載は裏面参照
協議離婚の場合、離婚による当事
者以外で１８歳以上の方２人の署名
が必要

✓ ✓

昼間連絡の取れる電話番号

愛知県安城市

✓ ✓✓

✓

２８ ４ 元 ７

安城 太郎 安城 花子


